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勝
山
市
に
あ
る
恐
竜
化
石
発
掘
地
を
メ

イ
ン
と
す
る
地
質
遺
産
が
、
日
本
の
地
質

を
代
表
す
る
箇
所
「
ふ
く
い
恐
竜
渓
谷
」

と
し
て
、
5
月
１０
日
「
日
本
の
地
質
百
選
」

に
追
加
認
定
さ
れ
ま
し
た
。（「
日
本
の
地

質
百
選
選
定
委
員
会
」
が
認
定
）
 

　
今
回
の
認
定
は
、
こ
の
箇
所
が
国
内
最

大
の
恐
竜
化
石
の
発
掘
地
や
、
地
質
学
的

に
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ

る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

　
市
で
は
、
こ
の
認
定
を
弾
み
と
し
て
、

「
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
」
認
定
に
向
か
っ
て

さ
ら
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。 

「
日
本
の
地
質
百
選
」
に
認
定
！
 

●ジオパークとは● 
　地球、地質に関わる地層、岩石、

地形、断層、火山などの遺産をおも

な見どころとする自然の中の公園。

ユネスコの支援を受けて2004年

に設立された世界ジオパークネット

ワークにより世界各国で推進されて

いる。 

　地質遺産を研究・教育に活用し、

遺跡や文化遺産とあわせて観光振興

など、その地域の発展を目的とする。 

平成20年度中山間地域等直接支払事業の実施状況 
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65歳以上の年金受給者 
のうち、市・県民税を納税されるかたに 
お知らせです ※年齢は4月1日現在です 

引き落としの 
対象となる年金とは… 

　老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、

退職年金などをいいます。障害年金および遺族年金などの非課

税の年金からは、市・県民税の引き落としはされません。 

※個人が生命保険会社などと契約する個人年金は対象外 

引き落としされる 
市・県民税額は… 

　引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した市・県

民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した

市・県民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、また

は納付書で納めます。 

引き落としが 
中止となる場合は… 

　引き落とし開始後、市外への転出、税額の変更、年金の支給

停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴

収（納付書により市役所や金融機関などで納める方法）により

納めることになります。 
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の 
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中
山
間
地
域
に
お
い
て
は
、
農
地

を
耕
作
管
理
す
る
こ
と
が
、
国
土
の

保
全
・
洪
水
の
防
止
・
緑
豊
か
な
景

観
の
形
成
な
ど
、
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
ま
す
。

平
成
１２
年
度
か
ら
市
で
は
、
中
山

間
地
域
で
農
業
生
産
を
継
続
す
る
一

定
の
要
件
を
満
た
す
集
落
を
対
象

に
、「
適
切
な
農
地
管
理
」、「
集
落

の
共
同
活
動
」
な
ど
に
活
用
で
き
る

交
付
金
を
交
付
し
、
豊
か
な
農
地
と

自
然
を
守
り
伝
え
て
い
く
支
援
を
行

な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
１７
年
度
か
ら
は
、
地
域
の
実

情
に
応
じ
た
生
産
性
・
収
益
の
向
上

や
担
い
手
の
育
成
な
ど
の
体
制
整
備

に
向
け
た
取
り
組
み
が
追
加
さ
れ
、

平
成
２０
年
度
に
は
３２
集
落
と
の
間
で

協
定
を
締
結
し
、
6
6
5
9
万
円
を

交
付
し
ま
し
た
。

協
定
を
結
ん
で
い
な
い
集
落
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
今
一
度
協
定

締
結
へ
向
け
た
再
検
討
を
お
願
い

し
ま
す
。

公
的
年
金
等
の
受
給
者
全
員
が
対
象

で
す
か
？

※
公
的
年
金
等
と
は
、
公
的
年
金
の
他
に

企
業
が
退
職
者
に
支
給
す
る
企
業
年
金

を
い
い
ま
す

各
年
の
4
月
１
日
現
在
６５
歳
以
上

で
、
公
約
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
か

た
が
対
象
で
す
。
た
だ
し
、
次
の
ア
〜
ウ
に

該
当
す
る
か
た
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

ア
、
公
的
年
金
等
の
年
額
が
１８
万
円
未
満
の

か
た

イ
、
介
護
保
険
料
が
年
金
天
引
き
さ
れ
な
い

か
た

ウ
、
年
金
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
の
対
象
と

な
る
、
市
・
県
民
税
額
と
他
の
特
別
徴
収

額
の
合
計
額
が
公
的
年
金
な
ど
の
年
額
を

超
え
る
か
た

※
他
の
特
別
徴
収
額
と
は
、
所
得
税
、
介

護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
税
、
長
寿

医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）
保
険
料

年
金
特
別
徴
収
制
度
の
導
入
に
よ

り
、
納
付
す
る
額
が
増
え
ま
す
か
？

こ
の
制
度
は
納
付
方
法
の
改
正
で
あ

り
、
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
年
税
額
が

増
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
で
は
な

く
、
従
来
ど
お
り
普
通
徴
収
（
納
付

書
で
納
め
る
こ
と
な
ど
）
が
で
き
ま
す
か
？

公
的
年
金
等
の
所
得
に
対
す
る
税
額

は
、
本
人
の
希
望
で
納
付
方
法
を
選

択
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
給
与
天

引
き
に
て
公
的
年
金
等
所
得
に
係
る
市
・
県

民
税
を
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
た
か
た
に
つ

い
て
も
、
給
与
か
ら
の
天
引
き
は
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

給
与
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
の
分

の
市
・
県
民
税
も
年
金
か
ら
特
別
徴

収
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

総
務
省
で
は
、
当
面
は
公
的
年
金
か

ら
特
別
徴
収
さ
れ
る
税
額
は
、
公
的

年
金
等
に
か
か
る
税
額
の
み
と
し
て
い
ま

す
。

年
度
途
中
で
公
的
年
金
に
か
か
る

市
・
県
民
税
額
が
変
更
に
な
っ
た
た

め
、
特
別
徴
収
が
中
止
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

場
合
、
ず
っ
と
普
通
徴
収
の
ま
ま
で
し
ょ
う

か
？

翌
年
度
に
特
別
徴
収
の
対
象
要
件
を

満
た
せ
ば
、
そ
の
年
度
の
１０
月
の
公

的
年
金
支
給
分
か
ら
特
別
徴
収
が
再
開
さ
れ

ま
す
。
Ａ Ｑ Ａ Ｑ Ａ Ｑ

Ａ Ｑ Ｑ こ
の
制
度
の
対
象
は

年
金
以
外
の
所
得
の
年
金
特
徴
は

年
度
途
中
で
特
別
徴
収
が
中
止

普
通
徴
収
へ
の
切
り
替
え
は

制
度
導
入
に
よ
る
増
税
は

荒土町西ケ原地区でのにんにくの収穫

Ａ


